
平成24年建築設備士試験の案内
平成24年2月

財団法人　建築技術教育普及センター

建築設備士試験は､建築士法第20条第5項及び同法施行規則第17条の18に基づき､国土交通大臣の登緑(登録学科

試験及び登録設計製図試験)を受けた登録試験実施機関である財団法人建築技術教育普及センターが実施しているもの
です｡

建築設備士制度は､建築設備の高度化､複雑化が進みつつある中で､建築設備に係る設計及び工事監理においても
これに的確に対応するために､昭和58年5月､建築士法の改正時に創設されました｡

建築士法第20条第5項においては､建築士が､大規模の建築物その他の建築物の建築設備に係る設計又は工事監理を

行う場合に､建築設備士の意見を聴いたときは､設計図書又は工事監理報告書において､その旨を明らかにしなければ
ならないこととされています｡また､建築基準法による建築確認申請書､完了検査申請書及び中間検査申請書において

も､その旨を明らかにしなければならないこととされています｡

建築設備士は､建築設備全般に関する知識及び技能を有し､建築士に対して､高度化､複雑化した建築設備の設計
及び工事監理に関する適切なアドバイスを行える資格者として位置付けられています｡

1.受験資格

下記の区分のいずれかに該当する方は受験資格がありますo

忘-竺 刳w歴.､■資格等. 劍ﾉｩ'ｩ�ﾙOX,亊h+x.����k�ﾆ��D��B�最終~卒業学校又は資格 刮ﾛ程 

学歴 + 実務 窒ﾒ��大学(新制大学､旧制大学) 剞ｳ規の建築,機械､電気又はこれ らと同等と認められる類似の謀臣 ��(ｼhﾎ3)D闌��2�

(二) �%ｨｯｩ�XｧzHﾘ)9��ｩnXｧxﾕｪHｸﾉ�ｩnXｧxﾕ｢�梯��〝4年以上 

(≡) 俘)9乂xﾕｪHｸﾉ(i9乂xﾕ｢�防�ﾂ�〝6年以上 

(四) �42�専修学校(専門課程) (修業年限が4年以上､かつ､120単位以上を修了した者に限るo) ��r��〝2年以上 ロ �48,佝h+�.��ｨ�8ｧxﾕ｢��ｩnX攣/b�愛�,ﾉ�ｨ�8ｧxﾕ｢��ｩnX攣/b��咽8ｼiD靂�*｣)D闌��:H*�,*Cc�%�肩決�8/��9{�+X+ﾘ�(,侘�.停��/∫ 的D闌��2�

ノヽ �4"�8ﾘ,佝h+�.��ｨ�8ｧxﾕ｢��ｩnX攣/b�愛�,ﾉ�ｨ�8ｧxﾕ｢��ｩnXｭ�/b��// ��iD闌��2�

(五) �42�職業能力開発総合大学校又は職業能力開発大学校 (長期課程) 艇�r�〝2年以上 

ロ ��XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ�ﾘﾘy�XｧxﾕｩiH,ﾙ�XｼiEﾉ|ﾘ､ｩJﾙ�Xｧxﾕ｢��駢�攣/b��b�

ノヽ ��Xｼhﾅ��ｹ�Xｧxﾕ｢�+xｯｨ轌;�醜ﾅ��ｸ攣/iiH,ﾙ+xｯｨ攣/b��

職業訓練短期大学校(特別高等訓練課程､専門部[練課程 又は専門課程)を卒業した後､職業能力開発総合大学校 又は職業能力開発大学校(応用課程) 

(六) �42�職業能力開発総合大学校､職業能力開発大学校又は職業 能力開発短期大学校(専門課程) 梯��〝4年以上 
ロ ��Xｼhﾅ��)%ｨｯｩ�Xｧxﾕ｢�<�¥ｨﾘ)9佛��ｸ攣/jI�ｩnXﾅ��ｸ攣/b�iH,ﾙ�ｩnX攣/b��

(七) �42�高等学校を卒業した後､職業能力開発校､職業能力開発 促進センター又は障害者職業能力開発校■(普通課程) 艇�r�修了後.6年以上 
ロ 俘)9乂xﾕｨ/��(ｼh+X+ﾘﾎ:I�Xｼhﾅ��ｸ郢�ﾒ��Xｼhﾅ��ｹ%ｨｯｩ�Xｧr�ﾕｨ/��*ﾘ�ｲ宙ﾘ)9佛��ｸ攣/jIX�,ｨﾅ��ｸ攣/iiH,ﾙX�,ｨ攣/b��

資格 + 実務 忠J｢��イ �ｨｸ佶ｩ'ｨ贅��)D闌��2�ロ �ｨｸ�6Hｴ8ﾔ磯h邵ﾔ握yyﾘｵｨ贅�

ノヽ �ｨｸ豫xﾔ磯h邵ﾔ握yyﾘｵｨ贅�

空気調和.衛生工学会設備士 
ホ ��c�飯I�c(顥iH,ﾙ�c8顥6Hｴ8益D8ｵｨ���"�

実務のみ 宙ｾ2��建築設備に関する実務の経験のみの者 剴僖闌��2�

- 窒ｳR�区分(-)から(九)までと同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 

※　職業能力開発総合大学校､職業能力開発大学校又は職業能力開発短期大学校において､専門課程のうち正規の建築､機械
又は電気に関する課程を修めて卒業した者に限る｡

(1)受験資格に関する学校の課程について

(∋　認められている課程

建築学科､建築科､建築工学科､建築設備工学科､設備工業科､ 

機械学科､機械科､機械工学科､生産機械工学科､精密機械工学科､応用機械工学科､ 

電気学科､電気科､電気工学科､電子科､電子工学科､電気電子工学科､電気通信工学科､通信工学科 

(｢建築第2学科｣等の第2学科を含む) 

②　個々に認める課程

上記①の課程以外の課程については､申込者ごとに提出された成績証明書又は単位取得証明書により､一定の

科目を履修していることが確認できたものを認めます｡
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(2)建築設備に関する実務経験について

実務経験として �ｩ�ﾘﾇh駟k��i?��ﾙOXﾔ磯h檍��H壑�ﾘ檍��Hﾆ�ﾈｬyyﾘ檍��9�,X,ﾈﾉｩ'ｩ�ﾙOX,ﾉ�ﾘﾇb靫磯hｬIyﾒ�+ｲ�

の補助を含む)､施工管理､積算､維持管理(保全､改修を伴うものに限る)-の業務 
･官公庁での建築設備の行政､営繕業務 

認められるもの 唳�XｧzHﾔ鮎hﾘ(ﾕｩ9�,X,ﾈﾉｩ'ｩ�ﾙOX,ﾈｻ8屍靆Hｸb�
･大学院､研究所等での建築設備の研究(研究テーマの明示を必要とします) 
･設備機器製造会社等で再建築設備シズテ本の=設計嚢務 

実務経験として 白陏ﾙdｨ襌OX��,亊hﾅx+X,�*(ｼik�伊ｩdｩZ�,ﾉ�ﾘﾇi?�靫磯iyX�iH,ﾘ邵ﾔ握yyﾘ/�ﾗ8,(,X*(.�*ｪH+�,ﾂ�うち建築設備に関する業務に直接携わっていない場合を含む) 
認めちれないもの 唳%�,�.俥�i.X,h+U�,H��,ﾈﾉｩ'ｩ�(�,亊h+x*Hｼik���ﾘﾇi�ﾘ��,ﾂﾘ6x8ﾉ?�m杏hｮﾙ}�,ﾈｬH雋雍ﾉ�B�

機器類の運転､その:他工事施Ipに■おける単純労働等)- 

2　試験のスケジュール

(1)試験日及び時間割

_.,琴 ��仞iZ｢�試験日 �ｨ耳鳧�渥E�隘�?��

｢第一次試験J (学科) 劔6月24日(日) 祷�CCX�任｣�綯��YZ｢���注意事項等 几ｨｮr�
10‥00-一13‥■00(3時間) 佶ｩ'ｨ自Lｩ&ﾘ�H�dｩd�ｴｲ�

13:00-14:00(1時間) 亶鞍R�

14:00-14:10(10分) �(ﾘ�8馼ﾘ�9���k簫�

14:10-17:10(3時間) 佶ｨｽY�ﾙOR�

｢第二次試験｣ 二､(筆洗製図) 劔8月26日(日) ���｣CRﾖﾆﾃ｣����YZ｢辻�注意事項等説明 

ll:00-1や<_:-30(､5時間30分) 奉ﾘ�伊ｩ'ｩ�ﾙOXｮ馮ｸﾇh柬Hﾉｩ'ｩ�ﾙOXｮ馮ｹ�ﾘﾇi�ｹ�ﾒ�

辛 冪23-年の試験の:｢第一次試験｣(学科)に合格している場合､.本人からの申請によ.り平成24年の試験の｢第一次試験｣ 
(学科)が免除されますo 

(2)試験地

札幌市､仙台市､東京都､名古屋市､大阪府､広島市､-福岡市及び沖縄県※
※　沖縄県については､｢第一次試験｣(学科)のみ実施しますoまた､沖縄県で｢第一次試験｣(学科)を受けた受験者については､
｢第二次試験｣ (設計製図)の試験地は原則として福岡市とします｡

(3)　合格者の発表

｢第一次試験｣(学科ト･･･-･･平成24年8月　2　日(木)頃

｢第二次試験｣(設計製図)-平成24年11月1日(木)頃

3.受験申込書の受付等

(1)受験申込関係書類(受験申込書一式､受験総合案内書等のセット)の頒布

①　頒布期間　平成24年2月27日(月)～3月30日(金) (ただし､土曜日､日曜日及び祝祭日は除く｡ )

②　頒布時間　午前9時30分～午後4時30分(ただし､ 3月30日については午後3時までo )

③　頒布場所　別表(4頁)参照　　※郵送希望を含む｡

④　頒布価格1セット　1,050円(本体1,000円)

(2)受験申込書の受付

①　受付期間　平成24年3月5日(月)～3月30日(金)　※｢第一次試験｣(学科)免除の場合も同様

②　受付場所(財)建築技術教育普及センター　本部

③　申込方法　上記②の受付場所-簡易書留による郵送(締切日の消印のあるものまで有効)

(3)受験手数料　34,650円(うち消費税額1,650円)

4.受験申込に必要な書類

(1)受験申込書-Ⅰ ･ Ⅱ(所定の用紙)

(2)写　真(縦4,5cm､横3.5cm X 2枚)

(3)受験資格を証明する書類

① ｢第一次試験｣(学科)から受験する場合

受験資格の区分 壷Tｹwh,茨8ﾋ���ｦ�/��洩�+x.亢y}��

学歴+実務による受験 僖h-�.x.ｨ,H*(.�ｹ/bﾙ�(ｼh�洩顋�逢xﾕｩJﾘﾗ8,ﾈ.�,ﾂ��個々に認める課程一一卒業証明書及び成績証明書又は単位取得証明書 
(いずれも学校発行のもの) 

資格+実務による受験 丿X��ｦ�,ﾈ�洩顋�9�,ﾈ�+X�ｸ耳ｸ佶ｩ'ｨ贅瑛hｹh�ｒﾃｨ耳ｸ�6Hｴ8ﾔ磯b隰xﾔ磯h邵ﾔ握r�
理技士(検定合格証明書)､第1種.第2種.第3種電気主任技術者(免状)〕 

(ただし､空気調和.衛生工学会設備士につし_､ては､｢設備士資格検定試験合格 
正明書｣(拙空気調和-.衛生工学会亮行のもの)が必要ですロ) 

実務のみによる受験 ��明書等ほ必要ありませんo; 

※　平成23年以前に受験した場合､平成23年以前の受験票の提出により上記の証明書等は省略できます｡

② ｢第二次試験｣(設計製図)から受験する場合

平成23年建築設備士試験｢第一次試験｣ (学科)合格証書の写し

(4)受験特別措置に関する書類

身休に障がいがあるため､受験に際し､特に何らかの措置(座席の配慮､試験時間の延長等)を希望される方は､

障がいの程度を証明する書類等が必要となりますので､当センター本部にお問い合わせ下さい.
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